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６．事業所の開設前に求人を出したい 

○ 求人票の受付にあたっては、職業安定法及び職業安定法施行規則により、雇用契約

の期間（開始及び終了）が明らかであることが必要です。 

○ そのため、就業先の事業が申請中または申請準備中の場合、インターネットホーム

ページには掲載しない（センター・バンクに来所した求職者にのみ公開、あるいは

非公開とする）ことがあります。 

○ 詳しくは、事業所登録をした都道府県のセンター・バンクにお問い合わせください。 

 

７．もっと事業所を PR したい 

○ 「福祉のお仕事」ホームページには、事業所基本情報に加え、法人事業所紹介情報

を登録することができます。 

○ 職員体制や福利厚生制度等についてだけでなく、事業所の写真を掲載することもで

きます。 

○ 求職者が知りたいと思っている情報を、幅広く詳細に掲載することで、求人票の情

報だけでは応募を迷っていた求職者が、応募に踏み切る強力なひと押しになりえま

す。 

○ ぜひ積極的にご活用ください。 

 

※まずは求人検索の際に関心を持っていただきたい場合は、28ページの「ステップ 6

のⅠ」をご活用ください。 

 

 

＜法人事業所紹介情報の管理のルール＞ 

①あくまで自己責任で情報を管理してください 

• 法人事業所紹介情報に記載する内容は、あくまで事業所が自己責任で管理する情報

です。虚偽の記述はもちろん、誤解を招くような記述も避けてください。 

• 登録情報に関する苦情や問い合わせには、事業所で対応していただきます。 

 

②センター・バンクは原則として関与しません 

• 法人事業所詳細情報は、センター・バンクの承認はいりません。③の場合を除いて

は、センター・バンクは関与しません。 

• したがって、記載された記述によるいかなる紛争や損失等についてセンター・バン

クは一切の責任を負いません。 

 

③センター・バンクの判断で公開を中止する場合があります 

• 不適切な表現や確認が必要な場合等、センター・バンクが必要と認めた場合には、

「福祉のお仕事」ホームページへの公開を中止することがあります。 
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④セッションタイムアウトに注意してください 

• 5 ページのⅠ（４）にあるように一定の時間（約 20 分）同じ画面を表示したまま

にすると、入力途中の情報はすべて失われます。 

• セキュリティ確保のためあらかじめご了承ください。 

• 20 分以上同じ画面が表示されたままになりそうな場合には、「一時保存」ボタンを

活用してください。 
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【事業所詳細情報の登録手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらをクリック。 

法人事業所紹介が登録されていない場合、
メッセージが表示されます。 
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現況報告書や第三者評価受審状況、介護事
業者認証評価制度による認証の状況等を入力
します。求職者が応募を悩んだ際に、判断する
１つの材料となりますので、ご登録ください。 

人材育成、資格取得に向けた支援、健康管理への取り
組み、福利厚生制度は求職者の関心の高い項目です。 

就業に向けて、施設見学や職場体験は求職者にとって
重要なステップです。積極的に呼びかけましょう。 
 

経営理念・戦略・ビジョンは応募条件等と並んで重要な項目です。
ぜひご記入ください。 

公開・非公開を設定してください。 

法人情報・事業所情報のどちらを登録する
か選択してください。 

職場環境改善等に向けて取り込んでいる内容（働きやすい
職場づくり、雇用管理改善、生産性向上の方針策定など）を
ご記入ください。 
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登録が終わりましたら、こちらをクリックして、

確認画面に進みます。 

職員体制や現状を入力します。 

入力情報に誤りがないことを確認し、 

こちらをクリック。 


